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◆ドライバーの待機時間に関する争い 

賃金を支払わなかったトラックドライバーの待機時間（手待ち時間）について、「荷物管

理を要求されて移動や連絡待ちもあり、休憩時間と評価するのは相当でない」として、労働

時間に該当するとする判決が出ました（4月 24日横浜地裁相模原支部）。 

会社側は、「待機中は休憩も自由であり、労働時間には該当しない」と主張していました

が、裁判所はこれを認めず、従業員・元従業員計４人に対する未払い賃金約 4,289万円と、

これと同額の付加金の支払いを会社に命じました。 

会社側の弁護士は「判決を精査したうえで今後の対応を考えたい」としており、今度控訴

する可能性もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「規定化」がトラブル防止に 

特定の時間帯が労働時間に該当するか休憩時間に該当するかについて曖昧になっている

ケースは多く、非常にトラブルが生じやすい問題ですが、「労働時間に該当する時間」、「休

憩時間に該当する時間」を社内ではっきりさせておき、労使双方が納得したうえで規定化し

ておくことがトラブルを防止するための１つのポイントと言えるでしょう。 

◆「休憩時間」とは？ 

実務上は、待機時間以外にも、深夜勤務の場合の

仮眠時間や昼休みの電話当番の時間などが、労働時

間になるのか休憩時間になるのかが度々問題になり

ます。 

厚生労働省の通達では、「休憩時間とは単に作業に従

事しない手待ち時間を含まず労働者が権利として労

働から離れることを保障されている時間の意であっ

て、その他の拘束時間は労働時間として取扱うこと」

とされています。 

「待機時間」の扱いはどうすればよい？

◆厚生労働省ホームページ上のＱ＆A 

Ｑ「私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする

昼当番が月に２～３回ありますが、このような場合

は勤務時間に含まれるのでしょうか？」 

Ａ「休憩時間は労働者が権利として労働から離れる

ことが保障されていなければなりません。従って、

待機時間等のいわゆる手待ち時間は休憩に含まれま

せん。ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明

らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれ

ます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまっ

た場合、会社は別途休憩を与えなければなりませ

ん。」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「働き過ぎ対策」の検討 

上記の産業競争力会議では、WEのほ

かに「解雇規制の見直し」や「配偶者

控除の廃止」等、企業や従業員の生活

に大きな影響を及ぼす事項が検討さ

れていますが、またこの他に、「法令

の主旨を尊重しない企業の取締りの

強化」も検討されています。 

具体的には、ハローワークの求人票

に従業員の定着率や残業時間数の記

載を求めたり、労働基準監督署の人員

を増強したりすること等が挙げられ

ています。 

 

◆中小企業の残業代割増率が引き上げられる？ 

2010年４月に施行された改正労働基準法により、従業

員数 300名以上の企業の１カ月の時間外労働時間が 60時

間を超えた場合の割増賃金の割増率は 50％以上とされて

いますが、中小企業については適用を猶予し、３年をめ

どに改めて適否を議論することとされていました。 

このほど、政府は中小企業についても割増率を引き上

げる検討に入り、2015年の通常国会に労働基準法の改正

案を提出し、2016年４月からの施行を目指すとの報道が

なされました。 

割増率が引き上げられれば、企業の人件費負担が増す

可能性がありますが、運送業のように残業時間を減らし

にくい業種については、助成金等の措置も検討するとさ

れています。 

 

 

◆重罰化されるケースとは？ 

本法制定のきっかけは、栃木県鹿沼市の運転手がてんかん発作を起こし、登校中の小学生６人を死亡させた事故（2011年）や、京都府

亀岡市の無免許運転により小学生等計 10人がはねられて３人が死亡、７人が重軽傷を負った事故（2012年）です。 

本法における「特定の病気」には統合失調症や双極性障害（躁うつ病）、てんかん、低血糖症、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害等が

含まれ、運転に必要な能力を欠いている場合や意識障害、運動障害を再発するおそれがある場合に適用されることとなっています。 

また、「通行禁止道路の高速走行」としては、車両通行止め道路、歩行者専用道路、自転車および歩行者専用道路、一方通行道路の逆走、

高速道路の逆走等が対象です。 

さらに、アルコールや薬物の摂取により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転したケース、アルコールや薬物の影響で死

傷事故を起こした場合にその影響をごまかすために事後にアルコールや薬物をさらに摂取したり現場を離れてアルコール濃度などを減少

させたりしたケースも処罰の対象となります。 

 

◆企業における対応 

企業においては、従業員に対し新法の施行について周知するだけでなく、特定の病気に罹患している従業員の有無の確認や、該当者がいた

場合の対応のほか、就業規則、自動車通勤や社用車運転に関する社内規程等の見直しを検討する必要があります。 

◆飲酒や薬物の影響で事故を起こした場合の罰則強化 

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」（以下、「自動車運転死傷行為処罰法」という）は、昨年 11月に成立

し、「通行禁止道路の高速走行」やアルコールや薬物の摂取、特定の病気の影響で「正常な運転に支障が出るおそれのある状態」で運転し

人を死亡させた場合に懲役 15年以下、人を負傷させた場合に懲役 12年以下とする規定が盛り込まれています。 

現行刑法の「危険運転致死傷罪」の適用範囲が狭すぎるとして批判があったことを受け、刑法から自動車事故に関連する規定を分離して

成立しました 

「労働時間法制の見直し」をめぐる最近の動向 

◆「ホワイトカラー・エグゼンプション」導入？ 

安倍政権が成長戦略の策定や改革実現のために

設置した日本経済再生本部の下に設けられた「産業

競争力会議」では、「ホワイトカラー・エグゼンプ

ション」（以下、「WE」という）の導入が検討されて

います。 

WEについては、2006年に規制緩和策の中に盛り

込まれ、2007年に法案提出の動きがありましたが、

与党内でも導入を懸念する声があり見送られたと

いう経緯があります。 

現在、６月に改訂する予定の安倍政権の成長戦略に

盛り込むことが検討されていますが、長時間労働を

助長させるものとして反対する声も多くあり、先行

きは不透明です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆メンタルヘルスの状況は？ 

「企業における従業員のメンタルヘルスの状況と

企業業績－企業パネルデータを用いた検証－」とい

う調査研究の結果が、経済産業研究所から公表され

ました。 

この調査研究は、従業員のメンタルヘルスの状況

を明らかにするとともに、メンタル不調を理由に休

職する従業員がどのような要因で増加しやすいの

か、また、従業員のメンタル不調によって企業業績

が悪化することはあるのか、といった点を検証して

います。 

分析結果からは、「従業員数 300～999 人規模

の企業」、「情報通信業」、「週労働時間が長い企業」

でメンタルヘルス不調が多く見られることがわか

りました。 

また、メンタル休職者比率の平均は 0.4％程度で、

年齢層別では 20～30 歳代の若年層で目立ってい

ます。メンタル退職者比率では、規模の小さい企業

でその比率が高くなっています。これは企業におけ

る病気休暇制度の普及度合いが密接に関係してい

るのでしょう。 

◆どのような要因で増加しやすいのか？ 

労働時間が短いほど退職者比率が高いようです。こ

れは、企業が把握している労働時間と、労働者の実労

働時間との間に乖離がある可能性を示しています。 

一般的に、企業規模が小さくなるほど総労働時間は

長く、さらにサービス残業も多い傾向にある一方で、

病気休暇制度は十分に整っていないと考えられます。

このため、企業が把握する労働時間は短いが、サービ

ス残業のために実労働時間は長くなっている労働者

が多いと予想される中小企業では、メンタルヘルス不

全に陥ると退職につながる割合が高い可能性がある

ということです。 

 

◆メンタル不調によって企業業績が悪

化する 

メンタルの不調が企業業績に与える影響で

は、メンタル休職者比率は２年程度のラグを伴

って、売上高利益率に負の影響を与える可能性

が示されました。 

休職者比率が労働慣行や職場管理の悪さを

測る指標になっていると解釈すれば、メンタル

ヘルスの問題が企業経営にとって無視できな

いものとなっていると言えるでしょう。  

従業員のメンタルヘルスと企業業績との関係 

◆企業の対策は？ 

企業が最も対策を重視している疾病として挙げた割合

が高いのは、メンタルヘルスが 21.9％で、生活習慣病

（8.9％）やがん（5.4％）を大きく上回っています。 

次のような対策を実施することで、メンタル不調の発

生を防いだり、復職に関する対策をとったりすることが

主流となっていますので、検討してみてはいかがでしょ

うか。 

・相談対応窓口の開設 

・管理監督者および労働者への教育研修・情報提供 

・衛生委員会等でのメンタル対策審議 

・メンタルヘルスケア実務担当者の選任 

・職場復帰における支援 

・医療機関や他の外部機関等の活用 

・産業保健スタッフの雇用や情報提供 

・職場環境等の評価および改善 

 

取り組みを始めたいが、自社内で全部を行うのが難しい・・・ 

というときはお声がけください！！ 

最小のコストで最大の効果を発揮するプログラムをご提供いたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

30日 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第 1期分＞［郵

便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の

提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でない場

合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］ 

 

 

 

雇入時及び毎年一回 

○ 健康診断個人票［事業場］ 

 

 

6月の税務と労務の手続提出期限［提出先・納付先］ 

2日 

○ 軽自動車税の納付［市区町村］ 

○ 自動車税の納付［都道府県］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の

提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でない場

合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］ 

○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7月 10日まで＞［労

働基準監督署］ 

 

10日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採

用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に一

括有期事業を開始している場合＞ 

［労働基準監督署］ 

   

 


